
本地区は、世田谷区の北東部、東京都市計画道路幹線街路環状第７号線の西側で、東京都市
計画道路幹線街路放射第２３号線（以下「放射２３号線」という。）の沿道に位置している。
本地区を含む地域一帯は、京王電鉄京王線の代田橋駅及び明大前駅から徒歩圏内にあり、また、
「世田谷区都市整備方針（平成２７年４月）」（以下「都市整備方針」という。）において
「みどりの拠点」に位置付けている和田堀給水所があるなど、低中層の住宅を主体とする閑静
な住宅地を形成している。
都市整備方針において本地区は、街づくりを優先的に進める地区であるアクションエリアに
位置付けており、「都市計画道路の放射２３号線の整備にあわせ、沿道の不燃化や
土地利用、周辺の住環境との調和など、沿道の街づくりを検討する。」としている。

こうした地区の状況を踏まえ、周辺の良好な住環境に配慮しつつ、生活利便施設
が適切に立地した、みどり豊かで潤いのある街づくりを進める。

位置：羽根木２丁目、大原２丁目及び松原１丁目各地内 面積：約５.９ha

世田谷区

位置及び面積

地区計画の目標

放射２３号線沿道地区
地区計画
放射２３号線沿道地区
地区計画

届出に関するご案内

●届出が必要な建築行為等
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●事前相談から工事着手までの流れ

世田谷区 北沢総合支所 街づくり課
〒１５５－８６６６ 世田谷区北沢２－８－１８ 北沢タウンホール１１階
電話 ０３－５４７８－８０７３ ファクシミリ ０３－５４７８－８０１９

相談・届出窓口

計画区域内で以下の行為を行おうとする場合は、着手する日の３０日前までに、北沢総合支所街づくり課
の窓口に届出書の提出が必要です。
①土地の区画形質の変更
1. 道路の新設、拡幅、廃止又は変更
2. 一団の土地を分割して二つ以上の宅地として利用するもの
3. 土地の切土、盛土
4. 宅地以外の土地を宅地として利用するもの
②建築物の建築又は工作物の建設
建築物の新築、増築、改築、移転及び門、塀、広告塔などを建設する場合
③建築物等の用途の変更
建築物の全部又は一部の使い方を変える場合など
④建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
建築物、門、塀その他の工作物の高さ、その他の寸法、形状、色彩を変える場合など

調査・相談 地区計画届出・
地区街づくり計画届出

北沢総合支所街づくり課

建築確認申請 工事着手

建築主事（都・区）又は
指定確認検査機関

３０日以上

相談 届出 適合通知又は
要請・勧告

確認
申請書
提出

確認済証
交付

都市計画決定告示 令和４年３月１０日
告示番号 世田谷区告示第１８７号
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●関連する計画
本地区は、「明大前駅
周辺地区地区街づくり計
画」「代田橋駅周辺地区
地区街づくり計画」及び
「環七大原・羽根木地区
沿道地区計画」の区域に
も含まれるため、地区計
画の届出とあわせて関連
する計画の届出も必要
です。

北代田橋駅周辺地区
地区街づくり計画区域
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地区街づくり計画区域

代田
橋駅

環
状
７
号
線

京王
線

甲州街道

和田堀
給水所

沿道地区計画
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建築物等の用
途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。
１風俗営業等を営むもの
２射的場、勝馬投票券発売所等

３ナイトクラブ等
４倉庫業を営む倉庫
５危険物の貯蔵又は処理に供するもの

ー

建築物の高さ
の最高限度

ー ２８m １９m １６m

建築物等の形
態又は色彩そ
の他の意匠の
制限

１建築物及び工作物の形態、色彩、意匠は、周辺の街並みとの調和を図る。
２屋外広告物の形態、色彩、意匠は、周辺の街並みに配慮したものとし、
腐朽、腐食又は破損しやすい材料を使用してはならない。

垣又はさくの
構造の制限

道路に面して垣又はさくを設ける場合は、生垣又はフェンス等に緑化したも
のとする。ただし、高さが０．６ｍ以下の部分についてはこの限りでない。

土地の利用に関す
る事項

１建築物の敷地内における樹木の保全、地上部・接道部の緑化、建築物の
屋上・壁面等の緑化に努める。

２建築物の敷地内において、雨水貯留浸透施設の設置に努める。

計画図概要

土地利用の方針

建築物等の整備の方針

その他当該地区の整備、開発及び保全に関する方針

地区整備計画の概要

１ 良好で健全な市街地の形成を図るため、建築物等の用途の制限を定める。
２ 周辺の住環境に配慮しつつ、良好な街並みの形成を図るため、建築物等の高さの最高限度を

定める。
３ 周辺の住環境と調和した良好な街並みの形成を図るため、建築物等の形態又は色彩その他の

意匠の制限を定める。
４ みどり豊かで潤いのある街並みの形成を図るため、垣又はさくの構造の制限を定める。

１ みどり豊かで潤いのある街並みの形成を図るため、樹木の保全と緑化を促進する。
２ 環境に配慮した安全な市街地の形成を図るため、河川・下水道等への雨水の流出を抑制する

施設の整備を促進する。

幹線道路の沿道における土地利用を踏まえ、事務所・店舗・サービス施設等
が立地した防災性の高い健全な市街地の形成を図る。

住宅を主体としつつ、日常生活に密着した小規模な店舗・事務所等が立地し
た、低中層の街並みの形成を図る。

身近な商業地としての土地利用を踏まえ、住宅と店舗・事務所等が調和した
健全な市街地の形成を図る。

住宅を主体としつつ、良好な沿道環境を形成する和田堀給水所や店舗・事務
所等が立地し、低中層と中高層の建築物が調和した街並みの形成を図る。
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【凡例】

住宅地区B

地区計画区域

建築物等の用途の制限
1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項各号に
該当する風俗営業の用に供するもの並びに第６項各号及び第９項に該当する性風俗関連特殊営業の用に
供するもの

2. 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下、「法」という。）別表第二（ほ）項第二号に規定する
射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3. 法別表第二（へ）項第三号に規定するナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの
4. 法別表第二（へ）項第五号に規定する倉庫業を営む倉庫
5. 法別表第二（と）項第四号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの

制限等
地区の区分29
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建築物等の形態又は
色彩その他の意匠の制限

垣又はさくの構造の制限

生垣 フェンス等に沿って
緑化したもの
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この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺１/2,500の地形図、道路網図及び鉄道網図を使用して作成したものである。無断複製を禁ず。
（承認番号）３都市基交著第２０号 令和3年5月14日 （承認番号）３都市基街都第９５号 令和3年6月15日 （承認番号）３都市基交都第２８号 令和3年6月22日


